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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
農
林
漁
業
の
六
次
産
業
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
七
十
四
回
国
会
閣
法
第
五

〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
農
林
漁
業
等
の
振
興
、
農
山
漁
村
そ
の
他
の
地
域
の
活
性
化
及
び
消
費
者
の
利
益
の
増
進
を
図
る
た
め
、
地

域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
に
関
す
る
施
策
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
法
律
の
題
名
を｢

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域

の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律｣

と
変
更
す
る
ほ
か
、
前
文
の
追
加
、
目
的
の
見
直
し
、
六
次
産
業
化
に
係
る
定

義
規
定
の
見
直
し
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
規
定
の
追
加
等
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。

一
、
目
的

こ
の
法
律
は
、
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
事
業
の
多
角
化
及
び
高
度
化
、
新
た
な
事
業
の
創
出
等
に
関
す
る
施
策
並
び
に
地

域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
漁
業
等
の
振
興
、
農
山
漁
村

そ
の
他
の
地
域
の
活
性
化
及
び
消
費
者
の
利
益
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
食
料
自
給
率
の
向
上
及
び
環
境
へ
の
負
荷
の
少
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な
い
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
衆
議
院
修
正
）
。

二
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等

１

基
本
理
念

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生

か
し
つ
つ
、
農
林
漁
業
者
等
が
必
要
に
応
じ
て
農
林
漁
業
者
等
以
外
の
者
の
協
力
を
得
て
主
体
的
に
行
う
取
組
に
対
し
国

が
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
支
援
を
行
う
こ
と
を
旨
と
し
て
、
そ
の
促
進
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
衆
議
院
修
正
）
。

２

基
本
方
針
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
農
林
漁
業
及
び
関
連
事
業
の
総
合
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め

る
。
ま
た
、
農
林
漁
業
者
等
は
、
農
林
水
産
物
等
の
生
産
及
び
そ
の
加
工
又
は
販
売
に
一
体
的
に
取
り
組
む
総
合
化
事
業

計
画
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
民
間
事
業
者
等
は
、
地
域
に
存
在
す
る

土
地
、
水
等
の
資
源
を
有
効
に
活
用
し
た
農
林
漁
業
及
び
関
連
事
業
の
総
合
化
に
資
す
る
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
計

画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

支
援
措
置
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２
の
認
定
を
受
け
た
計
画
に
基
づ
く
取
組
を
進
め
る
た
め
、
無
利
子
の
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
、
農
地
転
用
の
許
可
、

野
菜
の
契
約
取
引
に
関
す
る
交
付
金
の
交
付
、
品
種
登
録
に
係
る
出
願
料
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
。

４

国
の
施
策

国
は
、
関
係
省
庁
相
互
間
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
本
法
に
基
づ
く
措
置
及
び
こ
れ
と
別
に
講
ぜ
ら
れ
る
農
山
漁
村
の
活

性
化
に
資
す
る
措
置
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
本
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
総
合

化
事
業
及
び
研
究
開
発
・
成
果
利
用
事
業
の
実
施
に
必
要
な
制
度
資
金
や
予
算
の
確
保
に
努
め
る
。

三
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）

１

基
本
理
念

地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
生
産
者
と
消
費
者
と
の
結
び
つ
き
の
強
化
、
地
域
の
農
林
漁
業
及
び
関

連
事
業
の
振
興
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
、
食
育
と
の
一
体
的
な
推
進
、
都
市
と
農
山
漁
村
の
共
生
・
対
流
と
の
一
体
的
な

推
進
、
食
料
自
給
率
の
向
上
へ
の
寄
与
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
へ
の
寄
与
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
、
生
産
者
等
・
事
業
者
・
消
費
者
の
努
力
、
財
政
上
の
措
置
等
に
係
る
規
定
を
設
け
る
。
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３

基
本
方
針
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
及
び
目
標
等
を
内
容
と
す
る
基
本

方
針
を
定
め
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
て
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に

つ
い
て
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。

４

地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策

地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
必
要
な
基
盤
整
備
、
直
売
所
・
学
校
給
食
等
に
お
け
る
地
域
の
農
林
水
産
物
の

利
用
促
進
、
地
域
の
需
要
等
に
対
応
し
た
農
林
水
産
物
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
取
組

を
通
じ
た
食
育
の
推
進
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
（
衆
議
院
修
正
）
。

ま
た
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


